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1-1.補助事業の目的
川根本町起業及び事業継続チャレンジ補助金（以下「本補助金」といい

ます。）は、町内への移住定住の促進と、商工業の経営基盤を強化するこ
とによる地域の活力の増加、経済の活性化を目的に、町内で起業する方、
事業を継続する方を支援するためのものです。

1.はじめに

本補助金は、以下の規程のもとに運営されています。
• 川根本町起業及び事業継続チャレンジ補助金交付要綱（平成28年3月16日告示第28号）
• 川根本町補助金等交付規則（平成17年9月20日規則第39号）
この手引きは、補助事業の適正な遂行のため、上記規定を踏まえた補助金交付のための相
談から交付後の経営状況報告報告までの手続きについてまとめたものです。
本手引きや交付要綱、ホームページ等に記載のない細部については、担当課までご相談く
ださい。

1-2.注意事項
補助事業の実施にあたり、以下の事項にご注意ください。
これらが守られない場合、補助事業を実施しても、補助金が交付されない

または返還を求める場合があります。

• 不正行為の禁止
補助金の申請にあたって、「虚偽の申請による不正受給」「取得財産の目的外使用」な

どの不正行為が判明した場合は、交付決定の取消しや、すでに補助金が交付済みの場合、
返還を求める場合があります。

• 事前着手の禁止
補助対象経費は、補助事業者が、補助事業実施期間内に補助事業のために支払いを行っ

たことが確認できるものに限ります。交付決定日より前に実施された備品の購入や役務の
提供に係る契約（発注を含む）等に対する経費は、補助対象になりません。

• 財産処分の制限
補助事業により取得した財産については、交付要綱に基づき処分（補助金の目的に反す

る使用、譲渡、交換、貸付、担保に供する処分、廃棄等をいう。）に制限が課されます。
町の承認を受けて財産の処分を行った場合、その収入の一部または全部を納付していただ
く場合があります。

• 補助事業に係る経理
補助金の収支に係る帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、補助金の交付後５年間は

保管してください。

• 創業支援機関との情報共有
本補助金におけるの相談対応等の円滑化のため、補助事業の概要や申請者情報について、

創業支援機関に情報共有いたします。あらかじめご了承ください。
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２.補助対象者

ア【起業】
• ５年以上の期間事業を続ける見込みがあること

• 補助金の交付を受けた年度内に開業すること

• 国、県等の許認可が必要な事業を営む場合は、既に許可を受けているまたは許可を受
けることが確実なこと

• 事業所等を設置する、または事業を実施する場所がある自治会の理解を得ていること

• 第三者が営んでいた事業の承継による起業でないこと

• 仮設または臨時の事業所等を設置しての起業でないこと

• 事業主や代表者が川根本町の住民基本台帳に登録されていること。または事業開始ま
でに転入手続きが完了していること

• 町税等（町税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、保育料、介護保険料、水道
料、公営住宅家賃、温泉使用料、学校給食費）の滞納がないこと

イ【事業継続】
• ５年以上の期間事業を続ける見込みがあること

• 町税等（町税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、保育料、介護保険
料、水道料、公営住宅家賃、温泉使用料、学校給食費）の滞納がないこと

• 川根本町おもてなしの店づくり整備事業費補助金（平成24年川根本町告示第
48号）の交付を受けていないこと

• 第三者が営んでいた事業の承継による事業継続でないこと

• 仮設または臨時の事業所等による事業継続でないこと

• 事業所等の新築、増改築、設備等の更新により既存の事業の継続、規模の拡
大、サービスの向上を図ること

① 町内に事業所等（事務所、店舗、旅館、工場、作業場、その他これらに準ずるもの）を設置
している、または設置する予定があること。

② 町内おいて起業を予定している、または中小企業基本法第２条第１項に規定する製造業、建
設業、運輸業、卸売業、サービス業、小売業その他の業種を営んでいる個人または法人その
他団体または同条第５項に規定する小規模事業者であること。

「起業」とは
所得税法第229条に規定する開業等の届出または法人等の設置により新しく事業を始めることをいい、

下記のいずれかに当てはまる方が対象となります。
• これまでに事業を開始したことのない方
• 経営していた事業を廃業し、別の事業を始める方
• 町外にて経営していた事業所等を町内へ移転し、事業を始める方

２-１.補助対象となる方

③ 以下のアまたはイのうちいずれかの事項すべてを満たしていること。

以下の①〜③の事項すべてに当てはまる方が対象です。
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２-２.補助対象外事業
下記にあてはまる方は、補助対象外となります。

• 農林漁業（農業サービス、園芸サービス、素材生産、林業サービスを除く）を営む者

• 金融・保険業（保健媒介代理業と保険サービス業を除く）を営む者

• 学校教育業を営む者

• 医療業のうち、病院、診療所、歯科診療所を営む者

• 娯楽業を営む者

• 競輪、競馬等の競走場、競技団又はそれらに関連する予想業等を営む者

• パチンコホール、スロットマシン場、射的場等を営む者

• 集金業又は取立業（公共料金またはこれに準ずるものを除く）を営む者

• 易断業、観相業を営む者

• 宗教団体、政治団体、経済団体、文化団体等

• 公務及びそれに類する事業を営む者

• 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条
に規定する事業を営む者

• 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77豪）

• その他町長が適当でないと認める者

※業種の分類は、総務省が公表する「日本標準産業分類」に準拠します。
※判断が難しい場合は、開業等の届出書の写しなどの資料をお持ちの上、役場産業振
興課までご相談ください。
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• 事業所等が貸借によるものである場合は、増改築等について所有者の許可を得てく
ださい。

• 本補助金によって実施される事業については、原則として町内の業者において契
約・発注を行ってください。ただし、導入する設備の取扱いが町内業者にないなど、
やむを得ない場合は除きます。

• 汎用性が高く、事業に直接必要であると特定できないものは補助の対象になりませ
ん。

• 見積書における単価が１万円に満たないものは補助の対象になりません。
• 国や県などの補助金との併用も可能ですが、他の補助を受ける経費については補助
対象経費から差し引かれます。

３.補助対象経費

区分 対象経費 補助率
事業所等整備 事業所等の新築または増改築に係る経費

• 新しく開設する事業所等の外装・内装工事
• 上記事業所等の外構工事、水道電気等の付帯工事
※住居兼事業所等の場合は、事業所等専有部分に限ります。
事業所等と住居は、間仕切り等で明確に区別してください。

補助対象経費の２
分の１以内
上限：100万円

事業に直接必要な設備、機械、備品等の導入
• 事業所等の中に保管し、当該事業にのみ使用する機械
装置、工具、器具、備品等

事業所等借上 • 事業拠点となる建物の賃借料
共益費等の付帯経費は除く。

賃借料の２分の１
以内
上限：月額２万５
千円

起業者

区分 対象経費 補助率

事業所等整備 • 事業所等の増改築費及び付帯工事費
• 設備、機械、備品等の導入経費

補助対象経費の３分
の１以内
上限：50万円

事業継続者

補助の対象となる経費は表のとおりです。
ただし、①〜③に掲げる事項に当てはまる経費のみが補助対象になります。

３-１.補助対象になるもの

① 使用目的が事業の遂行に必要なものと明確に判断できる経費
② 交付決定日以降、補助事業期間内の契約・発注により発生した経費
③ 証憑書類等により、金額や支払いの事実が確認できる経費
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３-２補助対象にならないもの
記載のないものやご不明点については、
役場産業振興課までお問い合わせください。
共通  交付決定日以前に購入した製品や、役務の提供に係る契約（発注

含む）等が行われた事業
 申請者自身で施工・納入するもの
 事業所等以外において施工・納入されるもの
 見積書における単価が１万円未満のもの

事業所等整備  建物や建物に付随する構築物の単なる撤去
 補助対象経費が１５万円未満のもの

設備等導入  汎用性が高く、当該事業に直接必要であると特定できないもの
 消防設備
 既存の機械装置・備品等の単なる置き換え
 補助対象経費が１５万円未満のもの

事業所等借上  交付決定を受けた日の属する年度以外における賃借料
 共益費等の付帯経費

補助対象とならないものの例（一部）
• 一般事務用及び家庭用のパソコン及び周辺機器
• 事務用品、消耗品等
• 広告宣伝費
• 原材料等
• 各種手数料、保険料
• 通信端末
• 書籍
• カメラ
• 火災報知器、消火器
• 船舶、航空機、車両及び運搬具
• 家庭用の冷蔵庫、テレビ等の家電
• 一般事務用及び家庭用のソフトウェア料、ライセンス料
• 事業所兼住居の場合、住居に係る増改築費及び付帯工事費
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４.交付の条件
４-１.補助事業の実施にあたっては、川根本町補助金等交付規則及び川根
本町起業及び事業継続チャレンジ補助金交付要綱を遵守してください。

４-２.以下の事項については、事前に町長の承認を受ける必要があります。
• 補助事業の内容を変更するとき

• 補助事業に要する経費の配分を変更するとき（事業費の額の20パーセント以下の軽
微な変更は除く）

• 補助事業を中止、または廃止するとき

• 補助事業が予定の期間内に完了しないとき

• 補助事業により取得または効用の増加した財産を処分するとき

• 補助事業により取得または効用の増加した財産は、注意をもって管理し、効率
的に運営してください。

• １件あたりの取得価格が50万円以上の機械及び器具は、法定耐用年数に相当す
る期間、町長の承認を受けないで目的外使用や処分を行わないでください。

• 耐用年数の期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省
令第15号）を準用します。

• やむを得ず財産の処分を行う場合は、事前に役場担当課までご相談ください。

• 財産の目的外使用等が判明した場合、補助金の返還を求める場合があります。

• 補助金の交付を受けた事業は、交付を受けた年度から５年以上の期間にわたっ
て継続していただきます。

• 補助金の収支に関する帳簿を整備し、領収書等の証憑書類とともに補助金の交
付を受けた日の属する年度が終了してから５年間は保管してください。

• 経営状況報告は、１年に１回、年度末までにご提出ください。

• 補助金事業の効果測定のため、補助事業完了年度から３年または５年を経過す
る事業者については、担当課及び商工会による面談を実施します。

• 経営状況報告や面談が困難な場合、担当課までご相談ください。

４-３.補助事業が完了した日が属する年度の翌年度を初回として、以降５
年間にわたり、経営状況報告を行っていただきます。
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５.補助事業の流れ
前年度

事前相談書を作成し、役場に提出

交付申請書を役場
に提出 ヒアリングを実施 役場から交付決定

通知書を受領 事業に着手

事業完了 実績報告書を役場
に提出

現地にて検査を実
施

役場から交付確定
通知書を受領

当該年度

請求書を役場に提
出

実績報告書を役場
に提出

現地にて検査を実
施

役場から交付確定
通知書を受領

時期 申請者 役場

事業前年度

交付申請

補助事業実施

実績報告

精算払請求

事業翌年度以降

事前相談書提出
（要綱第６）

予算決定

交付申請書提出
（要綱第７）

ヒアリング

交付決定

（交付決定後）
事業開始

状況に応じて必要な
手続きを実施
（要綱第１０）

確認・承認

実績報告書提出
（要綱第１１） 審査

実地検査

交付確定

請求書提出
（要綱第１２）

補助金支払い

経営状況報告
（要綱第１４）
（５年間）

確認

10月末日まで

①事業完了後、１５日以内
②翌年度の４月５日
上記のうち、より早い日まで

確定通知書受領から５日以内
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５-１.事前相談書について
• 事業継続者として補助事業の実施予定の場合、事前相談書の提出が必要になります。
• 事前相談書をもとに予算を作成します。補助金の交付を確約するものではありませんので、

ご了承ください。
• 事前相談書は、補助事業を実施する前年度の10月末日までにご提出ください。

※令和９年度に補助事業を実施する場合、令和８年度の10月末日までに提出。

５-２.経営計画書の作成について
• 本補助金の交付申請には、川根本町商工会の指導を受け、経営計画書を作成することが必須

となっています。
• 経営計画書には、事業者の概要や売上目標などについて記載いただきます。
• 様式は定められておりませんが、商工会の指示に従い作成してください。
• 商工会員でない方も指導を受けることができます。
• 経営計画書の作成には、時間がかかることもありますので、補助事業の実施をお考えの方は、

お早めに役場の担当課または商工会へご相談ください。

５-３.交付申請について

提出書類
交付申請書（様式第２号）

事業計画書（様式第３号）

収支予算書（様式第４号）

資金状況調べ（様式第５号）

位置図、計画平面図その他必要となる図面

見積書の写し（事業所等借上げの場合は賃貸借料がわかる書類の写し）
設備、機械、備品等の仕様がわかるカタログ又は書類の写し
（公式ホームページの製品紹介等、当該製品の仕様がわかるものの写しでも可）
開業等届出書又は登記事項証明書の写し（起業の場合）

事業主又は代表者の住民票の写し（既存の事業を継続しながら、新たな事業を始める場合）

事業箇所の現況がわかる写真

他の補助金の詳細がわかる書類の写し（本補助金以外の補助金の交付を受ける場合）

川根本町商工会の指導を受けて作成した経営計画書

その他必要となる書類

• 補助金の交付を受けるにあたって必要な手続きです。
• 年度の初日から申請可能です。
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５-５.補助事業の実施について
補助事業の実施にあたって、以下の事項については、担当課へご連絡ください。
• 補助事業の内容や金額に変更が生じるとき
• 補助事業が予定期間までに完了しないとき
• 補助事業を中止、あるいは廃止するとき
• その他、補助事業の実施において何らかのトラブルがあったとき

交付決定通知書の受領後、事業を開始してください。交付決定日より前に発注、契約、
購入、支払い等を行った経費は、補助対象外になります。

５-４.ヒアリングと交付決定について

• 交付申請書類の提出後、担当課によるヒアリングを実施します。
• ヒアリングは、交付決定審査のため、補助事業への理解を深めることを目的として行われ

ます。
• ヒアリングにおいては、事業者の概要や補助事業の内容に加え、個別に質問等をさせてい

ただきます。
• ヒアリング及び申請書類の内容に基づいて担当課が審査を行い、交付決定となりましたら、

交付決定通知書を送付します。

• 補助事業の完了後、実績報告書をご提出ください。
• 実績報告書の提出後、実地検査を行います。
• 実地検査は、補助事業が適切に行われているかを確認します。
• 実績報告書は、補助事業完了日から１５日以内または、交付決定を受けた日の属する年度の翌
年度の４月５日のうち、いずれか早い日までに提出してください。

• 「補助事業完了日」とは、申請時に提出した事業計画書（様式第３号）に記載の補助事業が完
了し、それらに係る費用の支払い等もすべて完了した日をいいます。

実績報告提出書類
① 実績報告書書（様式第７号）
② 事業実績書（様式第３号）
③ 収支決算書（様式第４号）
④ 資金状況調べ（様式第５号）
⑤ 事業費の明細書
⑥ 領収書の写し
⑦ 実施中、実施後（完成）の写真
⑧ 開業等届出書又は登記事項証明書の写し（申請時に提出していない場合）
⑨ 事業主又は代表者の住民票の写し（申請時に提出していない場合）
⑩ その他参考となる書類（必要に応じて担当課より指示があります）

５-６.実績報告について
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５-７.請求の手続きについて
精算払い
• 実績報告及び現地検査を経て確定した補助金額を、町に請求する手続きです。
• 交付確定時点で概算払いを受けていた場合、概算払い済額を差し引いた金額で請求
いただきます。

概算払い提出書類

① 請求書（様式第８号）

② 資金状況調べ（様式第５号）

概算払い
• 交付決定を受けた補助金額の一部または全部を、補助金額の確定前に請求する場合
の手続きです。

• 概算払いを求める場合、交付申請書にその旨を記入し、あらかじめ承認を受けてい
る必要があります。

• 補助金額の確定後、交付確定額から概算払い済の額を差し引いた金額を精算払いに
て請求いただきます。

精算払い提出書類

① 請求書（様式第８号）

５-８.経営状況報告について

• 補助金の交付後、５年間にわたって、事業の経営状況報告書をご提出いただきます。
• 報告書は、毎年度１回、３月末日までにご提出ください。
• 補助金の交付があってから３年目、５年目の事業者については、担当職員による面
談を実施します。

• 経営状況報告及び日程調整は、担当課より連絡いたします。

経営状況報告提出書類

① 経営状況報告書（様式第９号）

② 売上等の証拠となる資料（確定申告書の写し、決算書の写しなど）
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６.記入要領

① 日付 申請書の提出日（持参の場合は書類を持参した日、郵送の場合は書類を
発送した日）を和暦で記入してください。

②

所在地 事業所等の所在地を記入してください。本補助金に関する文書は事業所
等の住所へ発送されます。

名称 法人の場合は法人名を、個人事業の場合は屋号を記入してください。起
業の方は、仮称であっても構いません。

代表者 代表者の氏名を記入してください。

③ 業種及びその内容

申請する事業者が営む商工業等の業種とその具体的な内容を記入してく
ださい。
商工業等が複数業種に及ぶ場合は、当該事業者の主たる業種を記入して
ください。
業種の分類は、総務省が公表する「日本標準産業分類」に準拠してくだ
さい。

④
補助事業の目的 補助事業の実施により実現を目指す目的を記入してください。

補助事業の内容 上記の目的を達成するために実施する補助事業の内容を具体的に記入し
てください。

⑤

補助事業実施期間 補助事業の着手から完了までの予定期間を記入してください。

補助対象事業費
総事業費のうち、補助対象となることが見込まれる金額を記入してくだ
さい。

補助申請額
上記金額の１/３が補助金額となります。
上限額は５０万円となります。
算出した金額に1,000円未満の端数がある場合は、切捨てをしてください。

様式第１号

① 日付 申請書の提出日（持参の場合は書類を持参した日、郵送の場合は書類を
発送した日）を和暦で記入してください。

②

所在地 事業所等の所在地を記入してください。本補助金に関する文書は事業所
等の住所へ発送されます。

名称 法人の場合は法人名を、個人事業の場合は屋号を記入してください。起
業の方は、仮称であっても構いません。

代表者 代表者の氏名を記入してください。

③ 申請年度 申請年度を和暦で記入してください。

④ 交付申請額
交付申請額の合計を記入してください。交付申請額は、起業の場合は
100万円、事業継続の場合は50万円が上限額となります。算出した金額
に1,000円未満の端数がある場合は、切捨てをしてください。

⑤ 概算払承認申請
補助金の交付の目的を達成するために特に必要であると認められる場合
は、補助金額の確定前に補助金の交付を求めることができます（概算払
い）。
概算払いを求める場合は、この欄を記入してください。

様式第２号
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①

事業者の名称 法人の場合は法人名を、個人事業の場合は屋号を記入してください。
起業の方は、仮称であっても構いません。

所在地 事業所等の所在地を記入してください。本補助金に関する文書は事業
所等の住所へ発送されます。

名称 法人の場合は法人名を、個人事業の場合は屋号を記入してください。
起業の方は、仮称であっても構いません。

業種及びその内容

申請する事業者が営む商工業等の業種とその具体的な内容を記入して
ください。
商工業等が複数業種に及ぶ場合は、当該事業者の主たる業種を記入し
てください。
業種の分類は、総務省が公表する「日本標準産業分類」に準拠してく
ださい。

補助事業の目的 補助事業の実施により実現を目指す目的を記入してください。

補助事業の内容 上記の目的を達成するために実施する補助事業の内容を具体的に記入
してください。

② 補助事業実施期間 補助事業の着手から完了までの予定（実績）期間を記入してください。

③

補助対象事業費 総事業費のうち、補助対象経費の金額を記入してください。

補助申請額
上記金額の１/２（起業）または１/３（事業継続）が補助金額となり
ます。
算出した金額に1,000円未満の端数がある場合は、切捨てをしてくだ
さい。

④ 補助事業の効果
補助事業の実施によって見込まれる来客数や売上高の目標を記入して
ください。
補助金の申請年度を含め、５年間にわたって記入してください。

⑤ 施工業者記入欄 補助事業の施工（納入）業者名、契約相手先を記入してください。証
明欄は、事業実績書の場合に記入してください。

様式第３号

① 収入の部
補助事業における収入予算額を区分ごとに記入してください。。
実績報告の場合は決算額を記入し、予算との増減比較を記入してくだ
さい。

② 支出の部 事業所等の所在地を記入してください。本補助金に関する文書は事業
所等の住所へ発送されます。

③ 備考・算出基礎 事業の性質上、見積書等の提出が困難である場合、算出基礎欄に支出
の根拠を記入してください。

①

収入 補助事業における収入額を区分・月ごとに記入してください。
未経過の月については、見込み額を記入してください。

支出 補助事業における支出額を区分・月ごとに記入してください。
未経過の月については、見込み額を記入してください。

差引残額 収入金額−支出金額で算出した金額を、月ごとに記入してください。

様式第５号

様式第４号
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①

日付 書類の提出日（持参の場合は書類を持参した日、郵送の場合は書類を
発送した日）を和暦で記入してください。

所在地 事業所等の所在地を記入してください。本補助金に関する文書は事業
所等の住所へ発送されます。

名称 法人の場合は法人名を、個人事業の場合は屋号を記入してください。
起業の方は、仮称であっても構いません。

代表者 代表者の氏名を記入してください。

② 交付決定日 役場より通知のあった「交付決定通知書」に記載のある日付と文書番
号を記入してください。

③ 計画変更の理由 計画の変更に至った理由を記入してください。

④ 変更の内容 変更したい内容を箇条書き等で記入してください。

①

日付 申請書の提出日（持参の場合は書類を持参した日、郵送の場合は書類
を発送した日）を和暦で記入してください。

所在地 事業所等の所在地を記入してください。本補助金に関する文書は事業
所等の住所へ発送されます。

名称 法人の場合は法人名を、個人事業の場合は屋号を記入してください。
起業の方は、仮称であっても構いません。

代表者 代表者の氏名を記入してください。

② 交付決定日 役場から受領した交付決定通知書に記載のある日付と文書番号を記入
してください。

様式第６号

① 請求金額
交付の確定を受けた金額を記入してください。
既に概算払いにて補助金の交付を受けている場合、交付済の金額を補
助金の確定額から差し引いて記入してください。

② 交付確定日 交付確定通知書に記載の日付及び文書番号を記入してください。

③
名称 法人の場合は法人名を、個人事業の場合は屋号を記入してください。

起業の方は、仮称であっても構いません。

代表者 代表者の氏名を記入してください。

④ 口座情報
事業者として開設している口座の情報を記入してください。過去に公
金の受取りや公共事業の支払い等によって役場に口座を登録している
場合、登録済みの口座情報を記入してください。

⑤ 発行責任者
事務担当者

請求書の発行を行うにあたって、責任者及び事務担当者の氏名と電話
番号を記入してください。
責任者は、事業所等の代表者や補助事業の所感部署責任者等が当ては
まります。
電話番号は、平日の昼間に連絡のつく番号を記入してください。

様式第７号

様式第８号
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様式第９号

①

年度 報告を行う年度を記入してください。
※令和７年度の経営状況を報告する場合は「令和７」と記入

日付 書類の提出日（持参の場合は書類を持参した日、郵送の場合は書類を
発送した日）を和暦で記入してください。

②

所在地 事業所等の所在地を記入してください。本補助金に関する文書は事業
所等の住所へ発送されます。

名称 法人の場合は法人名を、個人事業の場合は屋号を記入してください。
起業の方は、仮称であっても構いません。

代表者 代表者の氏名を記入してください。

③

業種及びその内容 申請時に記入したものと同様の内容を記入してください。

補助事業実施年度 補助金の交付を受けた年度を記入してください。

補助事業の内容 交付の確定を受けた補助事業の内容を記入してください。

補助額 交付の確定を受けた補助額を記入してください。

④

申請時における目
標

補助申請時に様式第３号に記入したものと同じ目標を記入してくださ
い。

目標に対する実績 目標に対する実績を記入してください。

特記事項 その他連絡事項を記入してください。
上記の目標を達成していない場合、考えられる理由を記入してくださ
い。

⑤

地域経済の活性化
に対する効果

補助事業の実施により、地域の商工業等の衰退防止や雇用の促進等に
対してどのような効果が得られたか、町民からはどのような声があ
がったかなどを記入してください。

添付書類 来客数や売上の実績の証拠となる書類や、補助事業の効果を示す資料
を併せて提出してください。
例：確定申告書の写し、決算書、収支明細書、受付簿、レビューサイ
トの写しなど
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様式第１号(第６関係) 

 

 

川根本町起業及び事業継続チャレンジ補助金 事前相談書 

 

 

年  月  日 

 

川根本町長  薗田 靖邦  様 

 

所在地 

名 称 

代表者   

 

次の事業を実施したいので、川根本町起業及び事業継続チャレンジ補助金交

付要綱第６の規定により、事前相談します。 

 

業種及びその内容 

 

 

 

補助事業の目的 

 

 

 

 

補助事業の内容 

 

 

 

 

補助事業実施期間(予定) 年  月から  年  月まで 

補助対象事業費(見込) 円 

補助申請額(見込) 円 

 

４

３

５

１

２

◎１１ページ〜の記入要領と併せてご覧ください。
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様式第2号（第7関係） 

 
起業及び事業継続チャレンジ補助金交付申請書 

 
第     号 
年  月  日 

 
川根本町長 薗田 靖邦 様 

 
所在地 
名 称 
代表者 

 
  年度において、川根本町起業及び事業継続チャレンジ補助金に係る事業

を実施したいので、補助金を交付されるよう関係書類を添えて申請します。 

また、補助金の交付決定審査のため、申請者（団体等）の町税等の納付状況

に関する事項について、川根本町が調査することに同意します。 

なお、交付決定のうえは、概算払されるよう併せて申請します。 

 

記 

 

１ 交付申請 

(1) 金 額            円 

(2) 事業の目的 

 

 

２ 概算払の承認申請 

(1) 金 額            円 

(2) 理 由 

(3) 時 期 

 

４

３

１

２

５
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１

２

３

４

５
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１

３

２

18



２ ３１

19



２

３

１

４

５
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様式第 6号（第 10 関係） 

 

起業及び事業継続チャレンジ補助金事業計画変更承認申請書 

 

                            年  月  日 

 

  川根本町長 薗田 靖邦 様 

 

所在地 

名 称 

代表者   

 

年  月  日付け  第  号により補助金の交付の決定を受け

た川根本町起業及び事業継続チャレンジ補助金に係る事業の計画を次のとお

り変更したいので、承認されるよう関係書類を添えて申請します。 

 

 

１ 計画変更の理由 

 

 

２ 変更の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１

２

３

４

５
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１

２

３

４

５

１
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【お問い合わせ・申請書等提出先】
川根本町 産業振興課 商工業室
〒428-0313
川根本町上長尾627 川根本町役場本庁舎２階
Tel：0547-56-2226
Email：sangyou@town.kawanehon.lg.jp
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